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第３期茂原市子ども・子育て支援事業計画（素案）の修正箇所一覧 

 

頁 修正内容 

表紙 「素案」の「素」を削除。 

表紙 令和７年３月とした。 

１ 

１行目、３行目の「子ども」の表記を統一した。 

令和５年４月１日施行の「こども基本法」において、ひらがな表記とされ、今後、

国の基準では、法令に根拠があるなど特別な場合を除き、ひらがな表記の「こど

も」を用いるとされた。 

本計画は、子ども・子育て支援法に基づく計画なので、基本的には、子だけ漢字

表記の「子ども」を用いることとし、こども基本法等による固有名詞を用いる場

合は、ひらがな表記の「こども」とした。 

１ ５段落目、以下のあとの「、」を削除。 

１ ７段落目、「めざして」を漢字表記「目指して」に訂正。 

２ （２）の文書中、「第８条」の「第」を追加。 

２ 条文中の漢数字を算用数字に訂正。 

３ （３）の文書中、「分野別」を追加。 

３ 図の整合の矢印を「⇔」から「⇒」に訂正。 

３ 図の（仮称）を削除。 

３ 

③計画の期間の文書中、「本計画」を「第３期計画」に訂正 

※第３期に限定したものについては「第３期」とし、計画全体に関するものは

「本計画」とした。 

４ （３）の文書中、「本計画」を「第３期計画」に訂正 

４ （４）の文書中、「審議会等」の等を追加、日付を入力。 

１１ （６）の文書中、「本計画」を「第３期計画」に訂正 

１３ 
（２）の文書中、「男性は低下傾向」を「男性、女性とも増加傾向にある中で、

女性は 25歳～29歳以上の年齢で上昇率が高く」に訂正。 

１３ グラフの上段、下段とも年が逆順になるよう訂正。 

１４ （１）の文書中、「令和６年は 23人となっています」、（１号）を追加。 

１５ （２）の文書中、「公立保育所の入園者数は」、（２・３号）を追加。 

１７ （６）の文書中、「４年度」の「度」を削除、グラフの「年度」を「年」に訂正。 
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１８ 
（１）の文書中、「令和７年度を始期とする「第３期茂原市子ども・子育て支援

事業計画」」を「第３期計画」に訂正。 

１９ 

「母親」の文書中、就労している（フルタイム、パート、アルバイト等の合計値）

に訂正、表の今回調査をＲ５調査へ前回調査をＨ30調査へ変更（以下、同様） 

「父親」の文書中、「産休」を追加、「無回答が 7.5ポイントの減少」を削除。 

２１ 
下段の文書中、自宅、放課後児童クラブのカギ括弧を二重から訂正。（以下、統

一した） 

２９ （１２）の文書中、「。なお」を「が」に訂正。 

３０ （１）の文書中、「活かした」を「生かした」に訂正。 

３１ 

「■子育て世帯にやさしい生活環境や子どもの安全について」の文中、「子ども

を犯罪等の被害から守るための活動の推進」を「子どもを対象にした犯罪・事故

の軽減」に訂正。 

３２ 

（４）の文書中、「満足度について、「満足」と「まあ満足」の合計値をみると、

「児童虐待防止対策の充実」が１割程度となっており、」を削除、 

「満足度について、「満足」と「まあ満足」の合計値でみると、「障害児施策の充

実」が１割、」を削除。 

３３ 基本理念の文書中、「すべて」を「全て」に訂正。（以下、統一した） 

３４ 
地域子ども・子育て支援事業に（子育て支援センター）、（子育て援助活動支援事

業）を追加、「多様な事業者の参入促進・能力活用事業」に訂正。 

３６ 文書中、「また」を削除。 

３７ 
図に「重点施策１」、「重点施策２」を追加、「多様な事業者の参入促進・能力活

用事業」に訂正、「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」を追加。 

３８ 

文書中、「市町村が主体となって実施する」を追加、「、」を削除、「等」を追加、

「令和６年６月に子ども・子育て支援法等の一部が改正され、妊婦等包括相談支

援事業、乳児等通園支援事業及び産後ケア事業が地域子ども・子育て支援事業に

位置付けられました。」を削除。 

図の子育てのための施設等利用給付の「施設型給付費」を「施設等利用費」に訂

正。地域子ども・子育て支援事業を訂正。仕事・子育て両立支援事業の「施設型

給付費」を削除し、「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」を追加。 

４０ 「私立保育所園」を「私立保育園」に訂正。 

４１ 第２期計画の実績の表、令和６年度の（見込値）を削除。（以下、同様） 

４４ 
（１）利用者支援事業の第２期計画の実施の表に「こども家庭センター型」を追

加し、実績に訂正。 
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４５ （４）乳児家庭全戸訪問に「事業」を追加。 

４６ （５）養育支援訪問事業の見込量と確保方策を訂正。 

４８ 

一時預かり事業を「①幼稚園型」に訂正、「一時預かり事業のうち、「幼稚園型」

にあたる事業です。」を削除、「②幼稚園型を除く」に訂正、「一時預かり事業の

うち、「幼稚園型」以外にあたる事業です。」を削除。 

５０ 
（11）「放課後児童学童クラブ」の放課後児童を削除。 

表の「確保方策」を追加。 

５１ （14）産後ケア事業、（15）子育て世帯訪問支援事業の見込量と確保方策を追加。 

５２ （16）児童育成支援拠点事業の文書中「家庭や学校に居場所のない」を削除。 

５２ 
（16）児童育成支援拠点事業、（17）親子関係形成支援事業の見込量と確保方策

を追加。 

５３ 
（18）乳児等通園支援事業、（19）妊婦等包括相談支援事業の見込量と確保方策

を追加。 

５４ 
（１）文書中、幼保連携型の「型」を追加、「本計画」を「第３期計画」に訂正、

「また、児童数の減少に伴い公立施設の認定こども園化を検討します。」を追加。 

５５ 表の「保育課、障害福祉課」に訂正。 

５６ 表の「まいります」を「いきます」に訂正。（以下、統一した） 

５６ 
表に「子育てサークル、不登校の親の会や子ども食堂など、」を追加、「お子さん

を持つ母親」を「お子さんを持つ家庭」に訂正。 

５７ 表の「妊娠届や」を削除、「母子事業」に「保健」を追加。 

６２ 事業番号 13の今後の方向性を修正。 

６２ 事業番号 15の事業名を「妊産婦訪問」から「産前産後サポート訪問」に変更。 

６３ 
表の「子育て相談やことばの相談のほか」を「遊びの教室（ひまわりっこ教室）

や子育て相談のほか」に訂正。 

６４ 

表の「異常の早期発見、疾病改善への援助をします」を「成長、発達の支援を行

います」に訂正、「図書館・子育て支援課・健康管理課の３課合同」を「図書館・

子育て支援課の２課合同」に訂正。 

６５ 表の「共に」を「ともに」に訂正。 

６８ 表の「出来る」を「できる」に訂正。（以下、統一した） 

７１ 表の「実施した」を「実施しました」に訂正。 

７２ 文書中、「必要あり」に「で」を追加、「障害を持つ」を「障害がある」に訂正。 
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７３ 

表の「新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業」を「乳児家庭全戸訪問事業（新生児

訪問を含む）」に訂正。 

表に「ヤングケアラー支援については、学校等と連携し、早期発見に努めまし

た。」を追加。 

７４ 

表に「制度改正により、令和６年 11月分の手当から第３子以降の児童に係る加

算額を第２子に係る加算額と同額に引き上げるとともに、所得限度額を引き上

げました。」を追加。 

７５ 表の「児童の」を「児童を」に訂正、「座位」を「姿勢」に訂正、金額を訂正。 

７５ 
表の「在宅の障害児」の「在宅の」を削除、「便器」を「紙おむつ」に訂正、「在

宅で身体に」の「在宅で」を削除。 

７７ 表の「発達障害児」の「発達」を削除。 

７８ 文書中、「みなさま」を「皆さま」に訂正。 

 


